
船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年４月１０日 １４時２５分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市樺
かば

島南東方沖 

 樺島灯台から真方位１２６°２,１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３２.４′ 東経１２９°４７.７′） 

事故の概要  プレジャーボートやよい丸は、漂泊中、至近を通過した第二十八

金栄
きんえい

丸押船列の航走波を受け、転覆した。 

 やよい丸は、船外機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年４月１３日、調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第二十八金栄丸、１３５トン 

   １３５５８２、株式会社有明商事 

Ｂ バージ 第３８金栄丸、約３,９６９トン 

   なし、株式会社有明商事 

Ｃ プレジャーボート やよい丸、５トン未満 

   ２９２－３８９４９長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、六級（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 船外機及び計器に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、Ｂ船に結合して押船列を構成し、航海士Ａが船橋当直につ

き、約１２ノットの対地速力で自動操舵により西進していた。 

 航海士Ａは、レーダーを作動させ、船首方にガントリークレーンに

よる死角が生じて水平線が見えない状況下、船橋中央部に立って見張

りを行っていたが、目視及びレーダーでＣ船を視認することができな

かった。 

 Ｃ船は、船首からシーアンカーを投入し、釣りをして漂泊してい

た。 

 船長Ｃは、東方約１㎞のところにＡ船押船列を認め、動静を見守っ

ていたところ、同押船列が約３０ｍのところに接近したので危険を感

じ、機関を始動して移動したものの、シーアンカーのロープがプロペ



ラに絡索して少ししか移動できず、同押船列が左舷側至近を通過する

のを認めた直後、Ｃ船が転覆し、落水した。 

 Ａ船押船列及びＣ船には、両船の衝突を示す損傷を確認することが

できなかった。 

 船長Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

 Ａ船押船列は、航海士Ａが、船首方にガントリークレーンによる死

角が生じて水平線が見えない状況下、船首方の死角を補う見張りを適

切に行っていなかったことから、Ｃ船に気付かずに航行し、Ｃ船の左

舷側至近を通過し、Ｃ船が転覆したものと考えられる。 

 Ｃ船は、船長Ｃが、Ａ船押船列の接近に気付き、機関を使用して移

動しようとしたものの、シーアンカーのロープが絡索して少ししか移

動できず、Ａ船押船列が左舷側至近を通過し、Ａ船押船列の航走波を

受けて転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、航海士Ａが船首方の死角を補う見張りを適切に行ってい

なかったため、Ａ船押船列がＣ船の左舷側至近を通過し、Ｃ船がＡ船

押船列の航走波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行い、航走波が付近の船舶に影響

を及ぼすことがあることに留意すること。 

 


